
付 議 第 ２ 号

高知県認定こども園条例の一部を改正する条例議案に係る意見聴取に関する

議案

令和７年12月高知県議会定例会提出予定の別紙議案に係る地方教育行政の組

織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 29 条の規定に基づく高

知県知事からの意見聴取に対し、適当であると認めることについて、議決を求

めます。

高知県教育委員会事務委任等規則（平成 4年教育委員会規則第１号）

第２条 教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

（５）教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について意見を述べること。





第 号

高知県認定こども園条例の一部を改正する条例議案

高知県認定こども園条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和７年12月 日提出

高知県知事 濵田 省司

高知県認定こども園条例の一部を改正する条例

高知県認定こども園条例（平成18年高知県条例第49号）の一部を次のように改正する。

第６条第３号中「第14条第１項」を「第８条の２、第14条第１項」に改める。

第８条の次に次の１条を加える。

（虐待等の禁止）

第８条の２ 職員は、園児に対し、法第27条の２第１項各号に掲げる行為その他園児の心

身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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高知県認定こども園条例の一部を改正する条例議案説明

この条例は、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準

内 閣 府

（平成26年文部科学省令第１号）が一部改正されたことを考慮し、幼保連携型認定こども

厚生労働省

園の運営に関する基準について必要な改正をしようとするものである。
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新 旧 対 照 表

新

高知県認定こども園条例（抜粋）

旧

高知県認定こども園条例（抜粋）

（幼保連携型認定こども園の学級の編制、人員、設備及び運営に

関する基準）

（幼保連携型認定こども園の学級の編制、人員、設備及び運営に

関する基準）

第６条 法第13条第１項の条例で定める幼保連携型認定こども園の

学級の編制、人員、設備及び運営に関する基準は、次の各号に掲

げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とす

る。

第６条 法第13条第１項の条例で定める幼保連携型認定こども園の

学級の編制、人員、設備及び運営に関する基準は、次の各号に掲

げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とす

る。

(１)・(２) 略 (１)・(２) 略

(３) 法第13条第２項第３号に掲げる事項について同項の主務省

令で定める基準に従い定める基準 第８条の２、第14条第１項

（第１号及び第２号に係る部分に限る。）、第17条及び第18条

（児童福祉施設基準省令の規定（幼保連携型認定こども園基準

府省令第１条第１項第３号に規定するものに限る。）を読み替

えて準用する部分に限る。）の規定による基準

(３) 法第13条第２項第３号に掲げる事項について同項の主務省

令で定める基準に従い定める基準 第14条第１項（第１号及び

第２号に係る部分に限る。）、第17条及び第18条（児童福祉施

設基準省令の規定（幼保連携型認定こども園基準府省令第１条

第１項第３号に規定するものに限る。）を読み替えて準用する

部分に限る。）の規定による基準

(４) 略 (４) 略

（設備運営基準の向上） （設備運営基準の向上）

第８条 略 第８条 略

２ 略 ２ 略

（虐待等の禁止）

第８条の２ 職員は、園児に対し、法第27条の２第１項各号に掲げ

る行為その他園児の心身に有害な影響を与える行為をしてはなら

ない。
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高知県認定こども園条例の一部改正について

１　改正の背景

新 旧

　（幼保連携型認定こども園の学級の編制、人員、設備及び運営に関する基準）
第６条　法第13条第１項の条例で定める幼保連携型認定こども園の学級の編制、人員、
設備及び運営に関する基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定め
る規定による基準とする。

　（幼保連携型認定こども園の学級の編制、人員、設備及び運営に関する基準）
第６条　法第13条第１項の条例で定める幼保連携型認定こども園の学級の編制、人員、
設備及び運営に関する基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定め
る規定による基準とする。

(３)　法第13条第２項第３号に掲げる事項について同項の主務省令で定める基準に
従い定める基準　第８条の２、第14条第１項（第１号及び第２号に係る部分に
限る。）、第17条及び第18条（児童福祉施設基準省令の規定（幼保連携型認
定こども園基準府省令第１条第１項第３号に規定するものに限る。）を読み替えて
準用する部分に限る。）の規定による基準

(３)　法第13条第２項第３号に掲げる事項について同項の主務省令で定める基準に
従い定める基準　第14条第１項（第１号及び第２号に係る部分に限る。）、第17
条及び第18条（児童福祉施設基準省令の規定（幼保連携型認定こども園基準府
省令第１条第１項第３号に規定するものに限る。）を読み替えて準用する部分に限
る。）の規定による基準

（虐待等の禁止）
第８条の２　職員は、園児に対し、法第27条の２第１項各号に掲げる行為その他園児
の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。　

　

保育所等における虐待等の不適切事案が相次いでおり、こどもや保護者が不安を抱えることなく安心して保育所等に通い、こどもを預けられるような環境を整
備していく必要があることから、児童福祉法等の一部が改正され、虐待対応の強化が図られた。当該法改正の施行に伴い、幼保連携型認定こども園基準
府省令において職員による虐待等の禁止に関する規定が整備された。

県の基準条例が規定している設備、運営等の基準について参照している国の基準省令が一部改正されたことを考慮し、改正するもの概要

　公布の日

令和７年12月議会
幼保支援課

２　条例改正の概要

３　施行期日

※　児童福祉施設基準省令の規定の準用
幼保連携型認定こども園基準府省令第13条：幼保連携型認定こども園は、児童福祉施設基準省令の規定を読み替えて準用する。
→当該準用する規定から虐待等の禁止に係る規定が除外され、新たに幼保連携型認定こども園基準府省令第３条の２に虐待等の禁止の規定が整備された。

4

411895
参考資料３


